
県では、産業廃棄物の排出抑制及び再使用、再

生利用その他適正処理の促進を図るため、平成18

年４月より産業廃棄物税を導入しており、制度と

使途の概要について、紹介致します。

皆さまのご理解とご協力を引き続きお願い致し

ます。

１トン当たり

1,000円
が課税されます

○納税義務者：県内の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者とな

ります。

○税 率：産業廃棄物１ｔ当たり1,000円（１ｋｇ当たり１円）です。

○徴 収 方 法：産業廃棄物を最終処分場へ搬入する際に、特別徴収義務者（最終処分業者）

が県に代わり納税義務者（排出事業者又は中間処理業者）から産業廃棄物税

を特別徴収します。

なお、排出事業者が産業廃棄物の処理を中間処理業者へ委託する場合には、

中間処理の料金に税相当額が上乗せされることになります。

※自社処分業者は、自ら県へ申告納付することになります。

及び の皆さまへ排出事業者 処理業者

についてのお知らせ沖縄県 産業廃棄物税

申告納付 申告納入

（納税義務者）
　※委託処理

（納税義務者）

排 出 事 業 者
再
使
用
・
再
生
利
用

（税の負担者）
　※委託処理

課
税
対
象
外

（納税義務者）
　※自己処理

最終処分業者（特別徴収義務者）
※処理料金と併せて税を特別徴収

沖　縄　県

課税（１トン当たり１，０００円）

中間処理業者
※処理料金に税相当額を上乗せ

（参考）産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、廃棄物処理法で定め

られた燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類及びがれき類などの20種類の廃棄

物のことをいいます。



循環型社会を形成するため、産業廃棄物税を活用し、次の施策に取り組んでいます。

〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号お問い合わせ先
税制度について・・・・沖縄県 総務部 税務課 TEL：098-866-2101 FAX：098-866-2709

H.Pｱﾄﾞﾚｽ http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=22

税収使途について・・・沖縄県 文化環境部 環境整備課 TEL：098-866-2231 FAX：098-866-2235

H.Pｱﾄﾞﾚｽ http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=71

産業廃棄物排出抑制・リサイクル等推進事業（継続）
◆県内の産業廃棄物事業者等が実施する排出抑制・リサイクル等に資する
　 施設設備の整備や技術開発を支援（１／２補助）。
◆事業費《うち税充当額》　20,460千円《　同　左　》

県産リサイクル製品利用促進事業（継続）
◆リサイクル認定制度において対象となる製品の利用拡大を図るための広
　報・啓発（ パンフレット・リーフレット・パネル・Ｈ．Ｐ．の作成等）。
◆事業費《うち税充当額》　2,251千円《1,075千円》

廃棄物処理計画推進事業（継続）
◆第二期の廃棄物処理計画の進行管理（廃棄物の処理動向の把握等）。
◆事業費《うち税充当額》　2,500千円《　同　左　》
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産業廃棄物処理業者優良化促進事業（継続）
◆優良業者の育成（研修事業）及び排出事業者等が優良業者を容易に選択
　 できる情報ネットワークの構築。
◆事業費《うち税充当額》　1,965千円《　同　左　》

市町村産廃対策支援事業（新規）
◆産廃処理施設が所在する市町村が実施する産廃処理施設周辺の環境調査や
　 設備整備に対する支援（１／２補助）。
◆事業費《うち税充当額》　2,000千円《　同　左　》
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進
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産業廃棄物税基金充当事業（平成19年度当初予算）

産業廃棄物税基金　88,171千円(93％)

徴　税　経　費
　6,636千円

公共関与による管理型
最終処分場整備のた
めの財源積立。
 50,105千円(53％)

平成19年度事業　税充当額　38,066千円(40％)

税収見込の７％

産業廃棄物税　税収見込　94,807千円(100％)

循環型社会形成促進事業（新規）
◆環境負荷低減に向けた事業者等の取組の促進、廃蜜糖を原料としたバイオ
　 エタノール混合ガソリン（Ｅ３）の利用促進等。
◆事業費《うち税充当額》　5,380千円《5,080千円》

産業廃棄物の固化成形による有効利用促進事業（新規）
◆無機汚泥（産業廃棄物）の性状分析及び固化成形技術の検討並びに
　 土木・建築資材への有効利用の検討等
◆事業費《うち税充当額》　1,410千円《　同　左　》

廃棄物不法投棄対策事業（継続）
◆廃棄物の不法投棄等を未然に防止するため、廃棄物監視指導員の増員
   (２名)、監視カメラの設置、市町村職員の併任制度の構築。
◆事業費《うち税充当額》　3,576千円《　同　左　》

税収見込の1/2相当

http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=22
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=71

